
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

４ 計画の⼤きな柱（共通） 

 

 

 
 

④⼈⼝減少下における地域コミュニティの維持
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 多世代流⼊を促す総合的な取組を推進 

 

③将来における中央区への⼀極集中による⼈⼝
分布の偏在の是正 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 交通利便性の⾼いエリアの⼈⼝密度の維持・増加 
 冬も考慮した地域交流拠点の機能向上 
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１ 計画の前提 

○⽬的 

 

○位置付け 

札幌市の⽬指すべき都市の将来像の実現に向けた取組の⽅向性を全市
的視点から整理し、都市づくりの総合性、⼀体性を確保することを⽬的
とするとともに、今後の協働の都市づくりを推進する⼀助とする。 

札幌市まちづくり戦略ビジョンを受けて定める都市づくりの全市的指針 

２ 都市づくりの理念 

 

 

 

 
 

３ 都市づくりの基本⽬標 

 

 

 

 
 

①低炭素都市づくりの実現 

 集合型の居住機能をはじめとした都市機能の集
積、公共交通の利⽤促進、建物の低炭素化、エネ
ルギーの⾯的利⽤促進など、環境負荷低減に資す
る取組を推進 

 

 
 

②創造性を⽣み出す多様な交流空間の創出 

 都⼼や拠点などにおける、冬にも対応した創造性
を⽣み出す多様な交流空間の創出 

 

 

 

 

 住宅地における世代間交流の場の創出 
 
 

■都市の魅⼒・活⼒を創出し、⾼次な都市機能を備え、多様なネットワークで国内外とつなが
る世界都市 

■超⾼齢社会を⾒据え、地下鉄駅の周辺などに、居住機能と⽣活を⽀える多様な都市機能を集
積することで、円滑な移動や都市サービスを享受できるコンパクトな都市 

■良好な環境を備える郊外での暮らしや利便性の⾼い都⼼・拠点での暮らしが選択できるな
ど、住まいの多様性が確保された札幌らしいライフスタイルが実現できる都市 

■公共交通を基軸としたまちづくりの推進や、新たなエネルギーネットワークの構築などによ
る低炭素都市 

■都市基盤が効率的に維持・保全され、都市活動が災害時にも継続できる安全・安⼼な都市 

【都市づくり全体】 

【⾝近な地域】 

■多様な協働による地域の取組が連鎖する都市 

S 

M 

I 

L 

Es 

持続可能性（持続可能な市街地、環境、経済政策、災害に強い市街地） 

マネジメント（市街地、都市基盤、交通、エネルギー） 

創造性の発揮（⾃然環境や地域資源などを活⽤した新たな価値） 

住み良いまち（多様なライフスタイルへの対応、交流） 

すべての⼈（Everyone）、経済（Economy）、活⼒（Energy）、雇⽤（Employment）、
⾃然環境（Ecology）、環境（Environment）、など 

Sustainability 

Managing 

Innovation 

Livable 

Everyone、 
Economy・・・ 

【北 3 条広場】 【札幌駅前通地下歩⾏空間】S・M・I・L・Es City Sapporo ～誰もが笑顔でいきいきと暮らせるまちへ～ 

環境負荷の低減 

公共交通の利用促進 

エネルギーの面的利用 

建物の低炭素化 

集合型居住機能などの集積 

まちづくりセンターや児童会館 

など、コミュニティ機能の導入 

世代間交流の創出

○前提 
⽬標年次：平成 47 年 

（2035 年） 
将来⼈⼝：182 万⼈ 
対象区域：本市の⾏政区域

資料１ 

：2026 年〜2030 年を念頭に、 
豊かな市⺠⽣活の実現と世界都市を⽬指した市街地の再構築 

H32-42 人口減少エリアにおける 
年少・老年人口の増減（推計） 

※まちづくりセンターエリア別

 

 
年少が減少、老年が増加するエリア

年少が減少、老年が横ばいのエリア

年少が減少、老年も減少するエリア

H32-42 人口増加エリア 

H22-42 人口総数増減率（推計） 

※まちづくりセンターエリア別 

増加エリア 

（色が濃いほど増加率高） 

減少エリア 

（色が濃いほど減少率高） 

（スマイルズ・シティ・サッポロ） 



  

５ 都市計画マスタープランと⽴地適正化計画の概要 

 

都市機能誘導区域 誘導施設 

都心 

・国際競争力の向上に資する高次都市機能施設（MICE 関連施設、高機能
オフィス） 

・教育文化施設 
・多くの市民が利用する公共施設（区役所、区民センター、図書館、体育

館、子育て支援センター） 

地域交流拠点 
・多くの市民が利用する公共施設（区役所、区民センター、図書館、体育

館、子育て支援センター） 

 

第 2 次札幌市都市計画マスタープラン・札幌市立地適正化計画の素案について                       平成 27 年 9 月 10 日 札幌市市民まちづくり局都市計画部 

⼟地利⽤の基本的な考え⽅ 
■市街地内は、多様なライフスタイルに対応するため、既存の都市基盤などを

有効活用しながら、地域特性に合わせて適切な人口密度や世代間構成を意識

し、都市の魅力や活力を向上させます。 

■市街地の外は、自然環境の保全を基本としつつ、その特性を生かす土地利用

にも対応します。 

（１）都市計画マスタープラン（⼟地利⽤に係る基本⽅針） （２）⽴地適正化計画（各区域及び誘導施設の設定） 

市街地の⼟地利⽤ 
■都市基盤の配置や整備状況、市街地形成の履歴、地形や自然環境との関係を

踏まえた土地利用の基本的な枠組みを設定します。 

■生活する上での基本的なサービスをはじめとする多様な機能の複合・集積や、

地域特性に応じた交流空間の確保などによる市街地環境の魅力や活力の向上

を図ります。 

■地下鉄駅周辺など利便性の高い地域や郊外の住宅地などにおいては、適正な

居住密度や世代構成を維持、または高めることを基本とします。 

■店舗や医療施設など、日常生活との関連の強い基礎的都市機能は、市街化区

域内において、身近な範囲で提供されることを基本とします。 

複合型⾼度利⽤市街地（⾼密度な住宅市街地） 
■集合型居住機能と多様な生活利便機能が集積し、良好な都市景観やオープンスペースを有する

住宅市街地の形成を目指します。 
郊外住宅地（低密度な住宅地） 
■戸建住宅を主体としながらも一定の生活利便施設を有し、地域コミュニティが持続できる住宅

地の形成を目指します。 

都⼼ 
■国内外から活力・投資を呼び込む高次な都市機能の集積や都心の象徴的な公共空間の効果的な

活用、災害に強いエネルギーネットワークの形成などを進めます。 

地域交流拠点 
■区役所などの公共機能や、商業・業務・医療・福祉などの多様な都市機能の集積を図るととも

に、これらの都市機能を身近に利用することができるよう、居住機能の集積を促進します。 

市街地の外 
■良好な自然環境や優良な農地を保全するとともに、新たな市街地の形成は原則行いません。 

■都市活動の維持に不可欠で市街地内への立地がなじまない施設や、市街地の外ならではの土地利用に対応した土地利用計画制度の運用を検討します。

■高次機能交流拠点の機能や魅力の向上などに資するよう、市街地外周を森林・農地等が取り囲むという特質を生かし、景観にも配慮した土地利用の

あり方について検討します。 

各区域の範囲は暫定 暫定 

       ほぼ同区域 
    ほぼ同区域 

 ほぼ同区域 

   郊外住宅地の⼀部 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６ 総合的な施策（取組）の⽅向性 
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２ 多様な交流を⽀える地域交流拠点 
 
ア 各拠点の特性に応じて優先度を考慮した都市開発

の誘導と基盤整備 

 地域交流拠点については、地域の実情に応じた機能集積へ

の誘導や、既存の資源を活用した地域のまちづくりを図り

ます。特に、地下鉄始発駅などは、近隣の魅力資源や隣接

都市、空港・港湾などとの連携を意識した多様な機能を整

備したゲートウェイ拠点としての誘導を図ります。 など 

イ 主要な拠点を中心とした地域単位での交通機能の

向上 

 拠点の特性に応じて、地下通路や空中歩廊など、既設や天

候に左右されない安全・安心な歩行環境の充実を図ります。 

など 

ウ にぎわい・交流を創出する空間の創出 

 地域特性に応じたにぎわいや創造性を生み出す多様な交流

を支える空間（広場・公園など）の創出を図ります。など 

１ 魅⼒があふれ世界をひきつける都⼼ 
 

ア 環境に配慮した持続可能な都市の実現  

 積雪寒冷地の特性を捉え環境に配慮したエネルギーネット

ワークの強化・拡充を図ります。        など 

イ 継続的発展を支えるマネジメントの推進  

 地区特性に応じたきめ細やかなマネジメントを支える仕組

み・手法の積極的活用を図ります。       など 

ウ 地域特性を生かした創造性の発揮  

 北海道・札幌の魅力を集約・発信する都市観光の強化を図

ります。                            など 

エ 安全・快適で質の高い生活  

 都心における人を中心とした移動手段の多様化による回

遊・交流環境の向上を図ります。 

 市民のパブリックライフを豊かにする交流の場、創造の場

の形成による魅力の向上を図ります。      など 

オ 経済持続性・雇用環境の創出  

 国内外の投資誘引による老朽ストックの更新・高度利用化

を目指します。 

 経済活性化をけん引する人材の誘引や、企業立地の促進を

通じた雇用環境を向上します。         など 

３ 多様な住まい⽅を⽀える魅⼒ある複合型⾼度利⽤市街地の
実現 
 
ア 高密度で質の高い住宅市街地の形成 

 地域の特性や状況に合わせて集合型の居住機能をはじめとした都市

機能の集積や、歩きやすさを重視した歩行者環境整備等を進めるため

に、適切な土地利用計画制度などを運用します。また、人口が増えて

いる地区においては、官民各々が管理するさまざまなオープンスペー

スを活用しながらみどりの確保を図ります。        など 

４ 地域特性に応じた⼀般住宅地・郊外住宅地の居住環境の維
持・向上 
 
ア 良質な居住環境の維持・向上 

 地域固有の資源を活用するとともに、まちづくりセンターや児童会館

など小学校への機能の複合化による地域コミュニティ拠点の形成や、

移動利便性の維持や地域のニーズに対応した交通の実現などにより、

良好な居住環境の維持・向上に向けた総合的な取組を検討します。  

など 

５ 市街地の外の⾃然環境の保全と活⽤ 
 
ア 良好な自然環境の維持・保全・創出 

 拠点となる公園緑地をつなぐ森林・草地・農地などについて、地域制

緑地などの制度により保全を図るほか、市民や企業、活動団体などと

の協働により市街地をとりまくみどりづくりを推進します。 など  

イ 市街地の外ならではの特質を生かす土地利用の検討 

 市街地の外にある高次機能交流拠点においては、それぞれの機能や魅

力の向上に資するよう、地域特性を踏まえて周辺の景観にも配慮した

限定的な土地利用の許容について検討します。       など 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ７ 関連計画との整合 
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８ 市⺠参加の結果報告 

 

 

 

 
 

参考）スケジュール 

 

 

 

 
 

（１）「(仮称)さっぽろ未来創⽣プラン」の概要  
 ①⼈⼝ビジョン編＜対象期間：2060 年まで＞ 
  【位置付け】 札幌市における⼈⼝の現状を分析し、市⺠と認識を共有するとともに、今後⽬指す

べき将来の⽅向と⼈⼝の将来展望を⽰すもの。 
【基本的⽅針】・合計特殊出⽣率を上昇させるため、安⼼して⼦供を産み育てられる環境づくりを

進めるなど、結婚や出産を望む市⺠の希望がかなえられる社会の実現を⽬指す。 
       ・安定した雇⽤の場を創出するとともに、北海道・札幌経済の成⻑分野を振興して

地域を活性化させ、活⼒ある社会を形成することで札幌に定着できる環境づくりを
進める。 

 ②総合戦略編＜計画期間：5 か年（平成 27 年〜31 年度（2015〜2019 年度））＞ 
  【位置付け】 ⼈⼝ビジョン編を踏まえて、今後 5 か年の⽬標や施策の基本的⽅向、重要業績評価

指標（KPI）を設定した具体的な施策を⽰すもの。 
【施策の⽅向性】・競争⼒ある魅⼒的な地場産業の育成 
        ・地域の潜在的な可能性を引き出す 
        ・「適材」が「適所」で安⼼して働き続ける環境 
        ・市⺠の結婚、出産、⼦育てに係る負担を軽減し、希望を実現 
        ・⼦どもの健やかな成⻑ 
        ・仕事と⽣活が調和した⼦育てしやすい環境づくり 
※都市計画マスタープランで考慮すべき施策（抜粋） 
        ✔ ⾝近な地域での⼦育て⽀援機能の強化 
        ✔ 地域交流拠点における⼦育て⽀援機能の集約化による利便性向上 

（２）「(仮称)札幌市強靭化計画」の概要 
  【位置付け】＜計画期間：5 か年（平成 27 年〜31 年度（2015〜2019 年度））＞ 

札幌市の総合計画である「札幌市まちづくり戦略ビジョン」の基本⽬標を実現していく計画とす
るとともに、札幌の強靭化を北海道・国の強靭化へとつなげるため、「北海道強靭化計画」の展開
⽅向と調和した国⼟強靭化地域計画として策定するもの。 

  【札幌市強靭化の⽬標】 
    ・⼤規模⾃然災害からの⽣命・財産及び社会経済機能の保護 
    ・北海道の強靭化への貢献、連携の促進 
    ・国全体に対するバックアップ機能の発揮 
    ・経済活動の活発化 
  【想定するリスク】           ※都市計画マスタープランで考慮すべき施策（抜粋）
    ・地震等による建築物等の⼤規模倒壊    ✔ 建築物等の耐震化の促進 
    ・⾏政機能や企業活動等の停滞       ✔ 事業継続性を確保するためのエネルギー施策 
    ・積雪寒冷を想定した避難体制       ✔ 都⼼部における帰宅困難者対策の推進 

○これからの都市づくりを考えるパネル展 
 会 場：市役所ロビー・各区役所または区⺠センター（計 11 カ所） 

開催⽇：平成 27 年 7 ⽉ 22 ⽇〜8 ⽉ 9 ⽇の期間のうち、各会場 3 ⽇間（市役所のみ 4 ⽇間） 
 
○第２回まちづくりワークショップ 
 開催⽇時：平成 27 年 8 ⽉ 2 ⽇  10：00〜12：00 
 参加⼈数：16 名（平成 26 年 12 ⽉に実施した WS 参加者が対象） 
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